
　　◎総合相談業務
　　◎権利擁護業務
　　◎包括的・継続的ケアマネジメント業務 　○指定居宅介護支援事業所として指定を
　　◎介護予防ケアマネジメント業務 　　受けていること。
　　　○二次予防事業に関するケアマネジメント業務 　○介護予防支援の業務に関する知識及び
　　　○予防給付に関するケアマネジメント業務 　　能力を有する介護支援専門員が従事し

・利用者との契約締結 　　ていること。

・アセスメントの実施
・介護予防サービス計画書原案の作成
・モニタリングの実施
・事業評価 　再委託先の事業所の所在に関して…
・給付管理 　＜基本＞

　○地域包括支援センターと同一又は隣接
・介護報酬の請求　など 　　した圏域（他市町村含む。）に所在し

～契約書から抜粋～ 　　ていること。

介護予防ケアマネジメント業務の一部再委託に関する承認基準（案）について

イメージ　　

　　③認定結果が「要介護」から「要支援」となった方
　　　で、過去に介護サービスを利用していた事業所。

　　　②住民票は異動しないまま市内の隣接圏域以外の有
　　　　料老人ホーム等施設へ入所等している場合で、そ
　　　　の圏域内にある事業所。

　　　①住民票は青森市のままで他市町村に居住、または、
　　　　住所地特例施設に入所している場合で、その地域
　　　　に所在する事業所。

地域包括支援センターの業務

<案> 必須要件以外の基準（例外）

再委託可

必須要件

<案> 必須要件以外の基準（基本※）

基本※

※ただし、基本要件だけでは対応できない事例もあることから、地域包括支援センターの効率性、また、本人の利便性の確保という視点から、

例外として、再委託できる基準を設定する。
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例外① 例外② 例外③


